
容器包装リサイクル法の見直しを求める意見書  
 
廃棄物処理が深刻な社会問題となっている中で、家庭から排

出されるごみのうち容積比で６割を占める容器包装廃棄物の減

量とリサイクル促進を図るため、「容器包装に係る分別収集及

び再商品化の促進等に関する法律」（以下「容器包装リサイクル

法」という。）が平成７年６月に制定され、９年４月から施行さ

れました。この容器包装リサイクル法は、施行後１０年で見直

すことが付帯されており、その改正に向けた見直し作業は平成

１６年度から始まり、１９年には改正された容器包装リサイク

ル法が施行される予定です。  
しかし、現行の容器包装リサイクル法では、自治体が収集、

運搬、分別、保管等を行い、事業者が再商品化することになっ

ているため、リサイクル率が増すほど自治体の財政負担は重く

なっています。一方で、事業者の費用負担は比較的軽いため、

ペットボトルが急増する等、容器包装の減量化に結びつかず、

大量生産・大量消費・大量リサイクルの悪循環を招いています。  
こうした中、平成１２年６月に「循環型社会形成推進基本法」

が施行され、有用廃棄物を循環資源と定義し、そのリデュース

（発生抑制）、リユース（再利用）、リサイクル（再生利用）の

優先順位及び事業者が製品廃棄後も環境負荷に一定の責任を負

う拡大生産者責任の原則が規定されました。  
循環型社会の実現を目指すためには、容器包装リサイクル法

においても循環型社会形成推進基本法に掲げられている循環資

源処理の優先順位と拡大生産者責任の原則をより明確にし、事

業者にも適切な責任と負担を求めることが必要です。  
よって、台東区議会は、国会及び政府に対し、真の循環型社

会の形成を実現するために、下記事項を含む容器包装リサイク

ル法の見直しを強く求めます。  



 
記  

 
１ 拡大生産者責任の原則に基づき、容器包装廃棄物の収集・運

搬・分別・保管等に係る経費を事業者負担とすること。  
２ リデュース（発生抑制）、リユース（再利用）、リサイクル（再

生利用）の優先順位で推進するためのさまざまな経済的手法や

規制的手法を盛り込むこと。  
 
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたしま

す。    
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